
 

 
 

中部運輸局 交通政策部               令和５年１０月１８日 定例記者懇談会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国土交通省では、平成２４年４月に公共交通事故被害者等支援室を設置し、公共交通事故により被

害に遭われた方への支援を行っています。公共交通事故発生時には、事業者においても事前に策定

された被害者等支援計画等に基づき、被害者支援を適切に行うことが重要となります。 

このため、公共交通事業者の皆様を対象に、安全意識を高く持ち、公共交通事故被害者等支援の

必要性について理解を深めていただく目的で、「公共交通事故被害者等支援フォーラム」をグループ

ワーク形式にて下記のとおり開催します。 

前回フォーラムで主なご意見として寄せられた「より実践的な支援方法を知りたい」、「他の交通事

業者の取組を知りたい」等の声を踏まえ、今回のフォーラムでは、参加事業者間によるグループ討論

を行うグループワーク形式を採用しました。 

 

記 

 

１． 日 時  令和５年１１月８日（水） １３：３０～１６：００  

 

2. 場 所  名古屋合同庁舎 1 号館 11 階 共用大会議室 

 

３． 開催方法  参集によるグループワーク形式 

 

   ４． 内 容  「事例で学ぶ被害者支援のポイント～公共交通事業者としてやるべき事～」 

一般社団法人日本産業カウンセラー協会 執行理事 清水 達也氏 

 

５． 参加対象  公共交通事業者 

 

６． 取    材 

      ・今回のフォーラムは、非公開で行います。 

      ・取材を希望される場合は、１１月７日（火）１２時までに、別紙１の提出をお願いします。 

      ・カメラ撮りにつきましては、冒頭挨拶までに限らせていただきます。 

連絡先 

中部運輸局 交通政策部 バリアフリー推進課 

杉山、竹内  ℡ ０５２－９５２－８０４７ 

公共交通事業者対象 

「公共交通事故被害者等支援フォーラム」開催  

～事例で学ぶ被害者支援のポイント～ 



 

【別紙１】 

 

 

 

「公共交通事故被害者等支援フォーラム」 

取材登録書 

   
 

 

標記会議について、取材をご希望の報道機関におかれましては、事前にご登録を 

お願いいたします。 

 

 

提出期限 ： １１月７日（火） １２時まで 

 

 

 

１．  報道機関名 

 

 

２．  取材者等 

 

① ご芳名 

 

 

② ご連絡先（電話番号） 

 

 

③ 取材人数 

 

 

④ 報道予定 

 

 

      ３．  送付先 

         cbt-chub-syougyou@gxb.mlit.go.jp 

   


